
群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日
群
馬
県
条
例
第
三
十
二
号

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の

設
置
及
び
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
設
置
）

第
二
条

人
、
情
報
及
び
技
術
の
交
流
を
促
進
す
る
展
示
会
、
学
術
会
議
そ
の
他
の
催
物
の
場
を
提

供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
県
に
お
け
る
産
業
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
を
図
る
た
め
、
群
馬
コ
ン

ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
を
高
崎
市
に
設
置

す
る
。

（
業
務
）

第
三
条

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

展
示
場
施
設
、
会
議
場
施
設
そ
の
他
の
施
設
、
附
属
設
備
及
び
備
品
の
提
供
に
関
す
る
業
務

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
必
要
な
業
務

（
休
館
日
）

第
四
条

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
休
館
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
の
承
認
）

第
五
条

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
附
属
設
備
及
び
備
品
の
う
ち
別
表
に
掲
げ
る
も
の

（
同
表
三
の
表
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
占
用
す
る
場
合
に
限
る
。

以
下
「
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
承
認
を
得
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
施
設
等
の
利
用
を
承
認
し
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

一

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
附
属
設
備
、
備
品
等
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ
た
と
き
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
。

３

知
事
は
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の

承
認
（
以
下
「
利
用
の
承
認
」
と
い
う
。
）
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
目
的
外
利
用
等
の
禁
止
）

第
六
条

利
用
の
承
認
を
得
た
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
施
設
等
を
承
認
を
得



た
目
的
以
外
の
目
的
に
利
用
し
、
又
は
他
人
に
利
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
利
用
の
承
認
の
取
消
し
等
）

第
七
条

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又

は
施
設
等
の
利
用
を
制
限
し
、
若
し
く
は
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
利
用
の
承
認
を
受
け
た
と
き
。

二

第
五
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

三

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
の
承
認
に
付
し
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

四

こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

（
原
状
回
復
義
務
）

第
八
条

利
用
者
は
、
そ
の
利
用
を
終
了
し
た
と
き
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
承
認
の
取
消
し

又
は
利
用
の
制
限
若
し
く
は
停
止
に
よ
り
施
設
等
を
返
還
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
を
含
む
。
）
は
、

直
ち
に
施
設
等
を
原
状
に
回
復
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
損
害
賠
償
）

第
九
条

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
附
属
設
備
、
備
品
等
を
損
傷
し
、
又
は
滅
失
し
た

者
は
、
知
事
の
認
定
に
基
づ
き
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
料
）

第
十
条

利
用
者
は
、
別
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
た
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
料
の
減
免
）

第
十
一
条

知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
料
の
返
還
）

第
十
二
条

納
付
し
た
使
用
料
は
、
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
理
由
に
よ
り
施
設
等
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
十
三
条

知
事
は
、
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で

あ
っ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ

ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合

（
以
下
「
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
指
定
管
理
者
は
、
次

に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

第
四
条
に
規
定
す
る
休
館
日
を
定
め
る
こ
と
に
関
す
る
業
務

二

第
五
条
に
規
定
す
る
利
用
の
承
認
に
関
す
る
業
務

三

第
七
条
に
規
定
す
る
利
用
の
承
認
の
取
消
し
等
に
関
す
る
業
務

四

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
附
属
設
備
、
備
品
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
う



ち
、
知
事
が
別
に
定
め
る
業
務

３

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
場
合
に
お
け
る
第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
四
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
「
と
き
は
」
と
あ
る
の
は

「
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
」
と
、
第
五
条
及
び
第
七
条
中
「
知
事
」
と
あ
る

の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。

（
利
用
料
金)

第
十
四
条

知
事
は
、
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
場
合
に
は
、
指
定
管
理
者
に
そ
の
管
理
す
る
施

設
等
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
を
当
該
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し

て
収
受
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
を
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

利
用
者
は
、
利
用
料
金
を
指
定
管
理
者
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

利
用
料
金
は
、
別
表
に
掲
げ
る
施
設
等
の
使
用
料
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の

範
囲
内
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
が
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
に
掲
げ
る
区
分
に

か
か
わ
ら
ず
、
施
設
等
の
利
用
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
平
日
料
金
及
び
休
日
料
金
の
区
分
そ
の
他

の
区
分
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

当
該
利
用
料
金
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

５

指
定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
た
基
準
に
よ
り
、
利
用
料
金
の
全
部
又
は

一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

納
付
し
た
利
用
料
金
は
、
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
理
由
に
よ
り
施
設
等
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
十
五
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
か
ら
附
則
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
準
備
行
為
）

２

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
第
十
三

条
第
一
項
の
指
定
及
び
こ
れ
に
必
要
な
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
利
用
の
開
始
に
必
要
な
利



用
の
承
認
そ
の
他
の
準
備
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
十
三
条
第
二

項
に
規
定
す
る
業
務
の
開
始
に
必
要
な
準
備
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
（
第
五
条
、
第
十
条
、
第
十
四
条
関
係
）

一

展
示
場
の
使
用
料

使
用
料

区
分

一
日

時
間
外

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

利
用
一
時
間
に
つ
き

後
十
時
ま
で

全
面
利
用

入
場
料
を
徴
収
し
な
い

二
、
三
一
〇
、
〇
〇
〇
円

一
八
八
、
二
二
〇
円

場
合

入
場
料
を
徴
収
す
る
場

二
、
五
四
一
、
〇
〇
〇
円

二
〇
七
、
〇
四
〇
円

合

三
分
の
二

入
場
料
を
徴
収
し
な
い

一
、
五
四
〇
、
〇
〇
〇
円

一
二
五
、
四
八
〇
円

利
用

場
合

入
場
料
を
徴
収
す
る
場

一
、
六
九
四
、
〇
〇
〇
円

一
三
八
、
〇
二
〇
円

合

三
分
の
一

入
場
料
を
徴
収
し
な
い

七
七
〇
、
〇
〇
〇
円

六
二
、
七
四
〇
円

利
用

場
合

入
場
料
を
徴
収
す
る
場

八
四
七
、
〇
〇
〇
円

六
九
、
〇
一
〇
円

合

注
１

時
間
外
と
は
、
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
八
時
三
十
分
ま
で
を
い
う
。

２

時
間
外
に
係
る
使
用
料
の
合
計
額
は
、
一
回
の
時
間
外
の
利
用
に
つ
き
六
十
万
円
を
上
限

と
す
る
。

３

時
間
外
に
係
る
使
用
料
は
、
二
日
以
上
継
続
し
て
利
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
展
示
物
、

機
材
等
の
保
管
の
た
め
に
時
間
外
に
お
い
て
利
用
す
る
と
き
は
、
徴
収
し
な
い
。

４

入
場
料
と
は
、
入
場
料
、
会
場
整
理
費
そ
の
他
名
称
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
催
物
一

回
に
つ
い
て
入
場
者
が
支
払
う
対
価
を
い
う
。

５

催
物
の
練
習
、
準
備
作
業
又
は
撤
去
作
業
の
た
め
、
展
示
場
を
利
用
す
る
場
合
（
時
間
外

に
利
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
使
用
料
は
、
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
の
額
に
百
分
の

七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
練
習
、
準
備
作
業
又
は
撤
去
作
業
が
催
物

の
開
催
日
と
同
日
に
行
わ
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



６

利
用
時
間
が
こ
の
表
に
定
め
る
利
用
時
間
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
時
間
割
に
よ

る
計
算
は
、
行
わ
な
い
。

７

こ
の
表
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
利
用
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
展
示
場

の
利
用
に
係
る
電
気
、
ガ
ス
及
び
水
道
の
実
費
相
当
額
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

メ
イ
ン
ホ
ー
ル
等
の
使
用
料

一
室
当
た
り
の
使
用
料

そ
の
他
の
時

区
分

間

午
前

午
後

夜
間

利
用
一
時
間

に
つ
き

メ
イ
ン
ホ

入
場
料
を
徴
収

一
一
四
、
八

一
三
一
、
二

一
三
一
、
二

三
二
、
八
一

ー
ル

し
な
い
場
合

六
〇
円

六
〇
円

六
〇
円

〇
円

入
場
料
を
徴
収

一
二
六
、
三

一
四
四
、
三

一
四
四
、
三

三
六
、
〇
九

す
る
場
合

四
〇
円

八
〇
円

八
〇
円

〇
円

大
会
議
室

入
場
料
を
徴
収

六
九
、
八
四

七
九
、
八
二

七
九
、
八
二

一
九
、
九
五

し
な
い
場
合

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

入
場
料
を
徴
収

七
六
、
八
二

八
七
、
八
〇

八
七
、
八
〇

二
一
、
九
四

す
る
場
合

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

中
会
議
室

入
場
料
を
徴
収

三
三
、
五
六

三
八
、
三
六

三
八
、
三
六

九
、
五
九
〇

し
な
い
場
合

〇
円

〇
円

〇
円

円

入
場
料
を
徴
収

三
六
、
九
一

四
二
、
一
九

四
二
、
一
九

一
〇
、
五
四

す
る
場
合

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

小
会
議
室

入
場
料
を
徴
収

八
、
七
八
〇

一
〇
、
〇
三

一
〇
、
〇
三

二
、
五
〇
〇

し
な
い
場
合

円

〇
円

〇
円

円

入
場
料
を
徴
収

九
、
六
五
〇

一
一
、
〇
三

一
一
、
〇
三

二
、
七
五
〇

す
る
場
合

円

〇
円

〇
円

円

応
接
室

七
、
五
七
〇

八
、
六
六
〇

八
、
六
六
〇

二
、
一
六
〇

円

円

円

円

交
流
室
Ａ

五
、
二
二
〇

五
、
九
七
〇

五
、
九
七
〇

一
、
四
九
〇

円

円

円

円

交
流
室
Ｂ

三
、
八
〇
〇

四
、
三
四
〇

四
、
三
四
〇

一
、
〇
八
〇

円

円

円

円

交
流
室
Ｃ

二
、
九
七
〇

三
、
三
九
〇

三
、
三
九
〇

八
四
〇
円

円

円

円



交
流
室
Ｄ

二
、
〇
一
〇

二
、
三
〇
〇

二
、
三
〇
〇

五
七
〇
円

円

円

円

交
流
室
Ｅ

九
四
〇
円

一
、
〇
八
〇

一
、
〇
八
〇

二
七
〇
円

円

円

注
１

午
前
と
は
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
を
、
午
後
と
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま

で
を
、
夜
間
と
は
午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
を
、
そ
の
他
の
時
間
と
は
正
午
か
ら
午
後

一
時
ま
で
又
は
午
後
五
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
を
い
う
。

２

午
前
及
び
午
後
、
午
後
及
び
夜
間
又
は
午
前
、
午
後
及
び
夜
間
を
連
続
し
て
利
用
す
る
場

合
の
そ
の
他
の
時
間
の
使
用
料
は
、
徴
収
し
な
い
。

３

時
間
外
に
、
一
の
表
に
掲
げ
る
展
示
場
と
同
時
に
こ
の
表
に
掲
げ
る
施
設
を
利
用
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
一
時
間
ご
と
の
使
用
料
は
、
そ
の
他
の
時
間
に
係
る
使
用
料
の
額
に
百
分

の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

４

メ
イ
ン
ホ
ー
ル
を
三
分
の
一
又
は
三
分
の
二
に
分
割
し
て
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、

当
該
区
分
に
応
じ
た
使
用
料
の
額
に
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
一
又
は
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。

５

催
物
の
練
習
、
準
備
作
業
又
は
撤
去
作
業
の
た
め
、
メ
イ
ン
ホ
ー
ル
を
利
用
す
る
場
合

（
時
間
外
に
利
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
使
用
料
は
、
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
の
使

用
料
の
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
練
習
、
準
備
作
業
又

は
撤
去
作
業
が
催
物
の
開
催
日
と
同
日
に
行
わ
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

大
会
議
室
又
は
中
会
議
室
を
二
分
の
一
に
分
割
し
て
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、
当
該

区
分
に
応
じ
た
使
用
料
の
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

７

交
流
室
Ａ
と
は
面
積
が
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
交
流
室
を
、
交
流
室
Ｂ
と
は
面
積
が

三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
交
流
室
を
、
交
流
室
Ｃ
と
は
面
積
が

二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
交
流
室
を
、
交
流
室
Ｄ
と
は
面
積
が

十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
交
流
室
を
、
交
流
室
Ｅ
と
は
面
積
が
十

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
交
流
室
を
い
う
。

８

使
用
料
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と

す
る
。

９

一
の
表
注
１
、
３
、
４
及
び
６
の
規
定
は
、
こ
の
表
の
使
用
料
に
適
用
す
る
。

三

そ
の
他
の
施
設
の
使
用
料

一
平
方
メ
ー
ト
ル

当
た
り
の
使
用
料

区
分

午
前
八
時
三
十
分



か
ら
午
後
十
時
ま

で

ホ
ワ
イ
エ
、
コ
ン
コ
ー
ス
、
展
望
ラ
ウ
ン
ジ
そ
の
他
の
一
の
表
及
び
二

一
〇
五
円

の
表
に
掲
げ
る
施
設
以
外
の
屋
内
施
設
（
以
下
「
そ
の
他
の
屋
内
施

設
」
と
い
う
。
）

屋
外
展
示
場
そ
の
他
の
屋
外
施
設

二
六
円

注
１

時
間
外
に
、
一
の
表
又
は
二
の
表
に
掲
げ
る
施
設
と
同
時
に
そ
の
他
の
屋
内
施
設
を
利
用

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
時
間
ご
と
の
使
用
料
は
、
こ
の
表
の
使
用
料
の
額
を
十
三
・
五

で
除
し
て
得
た
額
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

一
の
表
注
１
、
３
及
び
６
並
び
に
二
の
表
注
８
の
規
定
は
、
こ
の
表
の
使
用
料
に
適
用
す

る
。

四

駐
車
場
の
使
用
料

区
分

使
用
料

普
通
自
動
車
、
準
中
型
自

一
台
に
つ
き

一
〇
〇
円
（
一
回
の
利
用
に
つ
き
、
供
用
時
間

動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車

一
時
間
ま
で

ご
と
に
五
〇
〇
円
を
上
限
と
す
る
。
）

ご
と
に

大
型
自
動
車
、
中
型
自
動

一
台
に
つ
き

二
、
〇
〇
〇
円

車
、
大
型
特
殊
自
動
車

供
用
時
間
ご

と
に

注
１

自
動
車
の
区
分
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
条
に
規
定
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

供
用
時
間
は
、
午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
と
す
る
。

五

附
属
設
備
及
び
備
品
の
使
用
料

区
分

使
用
料

附
属
設
備
及
び
備
品

規
則
で
定
め
る
額


